
遺
寂
獲
生
事
情
に
關
す
ろ
一
考
察

第
†
入
巻
　
第
三
號
　
　
五
一
八

道
教
登
生
事
情
に
画
す
ろ
一
考
察

　
善
き
に
せ
よ
悪
き
に
せ
よ
，
道
教
が
支
那
民
族
に
及
ぼ
し
た
影

響
の
大
な
る
事
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
，
其
研
究
は
吾
等
支
那

學
徒
の
忽
に
し
得
な
い
と
こ
ろ
と
。
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
爲
か
否

か
，
近
廻
道
教
蘭
係
の
蹄
叉
・
著
述
等
の
公
に
せ
ら
る
・
も
の
も

可
な
り
の
撒
に
上
っ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
然
も
侮
未
解
決
の
ま

ま
に
残
さ
れ
て
居
る
周
題
が
少
く
な
い
。
此
慮
に
、
述
べ
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
の
、
張
陵
一
家
と
佛
教
と
の
蘭
係
如
何
、
と
云
ふ
問
題

の
如
き
も
亦
、
其
一
例
で
あ
っ
て
、
儒
・
道
・
佛
三
教
に
亙
っ
て
、

深
い
造
詣
を
漏
せ
ら
る
Σ
常
麟
，
博
士
も
、
張
陵
の
道
教
に
つ
き
て

問
題
と
な
る
の
は
，
佛
教
の
影
響
め
の
や
否
や
に
あ
り
、
切
言
す

れ
ば
、
漢
末
の
老
子
紳
化
は
、
何
等
か
外
來
の
刺
戟
に
負
へ
り
や
、

は
た
内
部
よ
り
せ
る
自
然
の
嚢
露
な
わ
や
如
何
，
と
云
ふ
に
あ

（
一
）

り
。
と
述
べ
て
、
此
を
將
來
の
研
究
題
目
と
し
て
残
し
て
居
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

佐

中

　
筆
者
は
撒
年
前
よ
り
、
張
陵
・
張
衡
・
張
昇
等
三
張
の
事
蹟
と

し
て
傳
へ
ら
れ
て
居
る
も
の
と
，
阿
育
王
事
蹟
と
の
間
に
、
若
干

の
類
似
鮎
の
あ
る
事
に
就
い
て
疑
問
を
抱
い
て
居
た
の
で
あ
る
が

乏
き
頃
、
藤
田
博
士
の
東
西
交
渉
史
の
研
究
南
海
篇
を
鐸
讃
し
つ

瓦
あ
っ
た
際
に
、
後
黒
々
帝
時
代
に
來
朝
し
た
葉
調
國
が
，
8
ど

一
9
μ
島
で
あ
ろ
事
を
教
示
せ
ら
れ
て
、
撒
年
來
の
疑
間
も
氷
解
す

る
を
畳
え
た
。
依
っ
て
此
庭
に
一
小
篇
を
草
し
て
、
師
恩
を
謝
す

る
次
第
で
あ
る
。

警
）
常
鑑
士
姦
饗
佛
教
・
傭
整
贅
五
蓋

　
（
二
）
後
節
参
照

　
　
　
　
　
　
二

　
後
漢
順
職
階
代
に
、
蜀
の
鶴
（
鵠
）
鳴
沢
に
点
て
天
師
道
を
創
め

た
張
陵
一
家
が
、
巧
に
人
心
を
牧
擬
し
て
騒
然
た
る
勢
力
を
掌
握

す
る
に
至
っ
た
の
は
、
彼
等
の
蓮
動
中
に
含
ま
れ
て
居
た
、
肚
會

（工2β）



政
策
な
り
、
教
化
蓮
動
な
り
が
、
時
代
の
要
求
に
適
賭
し
て
居
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

事
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
、
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
然
ら
ば
其

肚
會
蓮
動
な
り
、
教
化
蓮
動
な
り
は
、
如
何
に
し
て
生
ま
れ
た
の

で
あ
ら
う
か
、
詳
言
す
る
な
ら
ば
彼
等
の
オ
リ
ヂ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に

出
で
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
其
れ
と
も
何
か
手
本
と
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
。

　
此
問
題
を
解
決
す
る
に
は
先
づ
、
三
張
の
法
其
も
の
に
就
い
て

精
査
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

　
三
張
の
法
に
就
い
て
傳
へ
て
居
る
も
の
、
中
か
ら
、
道
教
徒
意

識
、
並
び
に
佛
教
徒
意
識
を
以
っ
て
書
か
れ
た
も
の
を
除
く
な
ら

ば
、
後
に
残
る
の
は
後
漢
愚
書
劇
中
の
、

　
凶
弾
公
旗
、
初
感
父
陵
、
順
帝
時
，
題
言
蜀
、
學
道
鶴
鳴
山
中
，

・
造
作
郵
書
、
陽
惑
百
姓
、
受
其
道
者
、
軌
出
米
五
斗
、
故
謂
之
米

賊
、
陵
傳
子
離
、
衡
傳
於
魯
、
魯
…
逐
自
號
師
君
、
其
來
學
者
、
初

名
号
鬼
卒
、
，
後
號
祭
酒
、
祭
酒
各
霊
長
衆
、
衆
多
者
名
日
干
頭
、

◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
㊥
　
　
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎

皆
立
直
誠
心
、
不
聴
欺
妄
、
有
病
但
令
首
過
而
已
、
諸
祭
酒
各
論

◎
　
＠
　
◎
　
◎
　
　
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
　
　
④
　
の
　
◎
　
◎
　
　
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎

義
舎
於
路
、
同
之
亭
傅
、
懸
趨
米
肉
、
H
即
行
族
、
食
者
量
服
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
0
　
9
　
0
　
0
　
0
　
0
　
　
　
0
　
0
　
0
　
◎

足
、
過
多
則
鬼
能
病
Z
、
犯
法
者
先
加
三
原
、
然
後
行
刑
、
不
置

　
　
　
道
敏
嚢
生
事
情
に
黙
す
ろ
｝
考
察

長
吏
，
欝
祭
酒
爲
理
民
、
夷
若
向
。

ど
云
ふ
一
條
、
及
び
此
と
大
同
小
異
の
事
を
傳
へ
て
居
る
三
國
魏

志
野
魯
傳
中
の
、

　
張
魯
字
公
棋
、
沸
魚
鋤
人
払
、
租
父
陵
客
蜀
、
直
道
鴫
鳴
山
中

造
作
道
書
、
坦
惑
百
姓
、
伊
江
道
者
，
萬
五
斗
米
、
故
並
置
米
賊
、

陵
死
、
子
衡
行
其
道
、
衡
死
、
魯
斜
行
之
、
盆
州
牧
劉
焉
、
以
魯

爲
督
義
司
馬
、
留
別
部
司
馬
監
修
、
將
兵
提
帯
中
大
守
蘇
固
、
魯

塗
襲
修
殺
之
、
奪
其
衆
、
焉
死
、
子
蹄
代
立
、
以
魯
不
順
、
需
殺

即
断
家
室
、
魯
逡
糠
漢
中
、
以
鬼
道
教
民
，
自
號
師
君
、
其
來
學

道
者
、
初
茸
名
鬼
卒
、
受
本
道
已
信
、
號
祭
酒
，
各
押
部
衆
、
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ゆ
　
　
　
の
　
　

者
爲
治
頭
大
祭
酒
、
楼
教
以
誠
心
不
欺
、
有
病
自
首
其
過
、
：
：
：

◎
　
◎
◎
　
＠
　
⑰
　
⑨
　
㊥
　
　
◎
　
◎
◎
　
◎
　
＠
　
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
㊥
　
　
　
◎
　
◎
◎
　
◎

諸
祭
酒
皆
作
義
舎
、
如
今
之
亭
徳
…
，
渠
置
細
米
肉
、
懸
於
義
舎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

行
路
者
量
蕊
取
尼
、
．
若
過
多
鬼
神
親
病
之
、
犯
法
三
原
然
後
乃
行

瀞
、
不
整
長
吏
・
賞
祭
酒
爲
治
民
・
夷
忌
避
之
・

と
云
ふ
榊
條
並
び
に
其
の
註
に
引
い
て
あ
る
魚
氏
典
略
申
の
、

　
蕪
李
中
、
妖
賊
大
起
、
三
輔
有
酪
曜
、
光
和
中
、
東
方
館
下
角
、

漢
中
農
修
、
（
斐
松
之
ニ
ヨ
レ
バ
修
ハ
衡
ノ
談
）
鷺
贅
緬
諸
法
、
鴇
奉

　
（
衡
）
　
　
　
　
　
（
衡
）

道
，
修
爲
五
斗
米
道
，
…
修
法
瀬
高
角
岡
，
加
施
書
室
，
便
病
者

　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
三
號
　
　
五
一
九
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道
教
獲
生
非
情
に
聾
す
ろ
一
考
察

庭
回
中
思
過
、
叉
使
入
爲
姦
令
・
祭
酒
、
祭
酒
以
老
子
五
千
文
、

使
都
習
、
號
爲
姦
令
、
爲
鬼
吏
，
主
爲
病
者
講
講
，
講
誌
之
法
，

書
病
人
姓
名
、
詮
服
罪
之
意
、
作
三
通
、
其
一
上
之
天
薯
山
上
、

其
一
埋
之
地
，
其
一
沈
量
水
、
謂
之
三
宮
手
書
、
使
病
者
家
出
米

五
斗
以
爲
常
、
號
日
五
斗
米
師
，
溶
融
盆
難
治
病
、
但
爲
淫
妄
・
然

小
人
昏
愚
、
二
戸
事
之
、
…
…
修
亦
亡
，
及
潜
在
漢
中
、
因
其
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ

信
行
修
業
、
途
潜
飾
之
、
教
使
作
抽
選
，
米
肉
置
壷
中
、
以
止
行

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

入
」
叉
教
使
自
懸
有
小
過
者
、
當
治
道
百
歩
則
罪
除
、
叉
依
月
山
、

む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む

春
夏
禁
殺
、
叉
禁
酒
、
流
移
寄
在
其
地
者
、
ス
敢
順
奉
。

と
云
ふ
一
條
等
が
其
主
な
る
も
の
で
あ
る
。
此
等
の
記
事
に
よ
っ

て
傳
へ
ら
れ
て
居
る
三
張
の
法
弟
天
師
道
の
中
で
，
先
づ
第
嶋
に

筆
者
の
興
味
を
引
く
の
は
，
義
舎
（
無
料
宿
泊
所
の
如
き
も
の
）
を

設
け
、
食
糧
を
備
へ
て
、
族
人
の
使
用
に
供
し
た
と
云
ふ
事
、
及

び
特
に
誠
信
を
語
る
べ
き
事
を
命
じ
て
欺
妄
を
聴
さ
な
か
っ
た
と

云
ふ
事
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
此
の
ニ
ク
條
は
、
張
陵
U
家
の
天
師

道
が
、
箪
な
る
イ
ン
チ
キ
宗
教
で
は
な
く
て
、
敏
化
蓮
動
並
び
に

祉
會
政
策
を
含
ん
で
居
た
事
を
語
る
許
で
な
く
、
重
言
の
宗
教
政

治
の
實
行
者
阿
育
王
の
事
蹟
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で

第
十
堅
巻
　
第
三
號
　
　
五
二
〇

あ
る
。

　
阿
育
王
は
此
庭
に
喋
々
す
る
ま
で
も
な
く
，
西
紀
前
二
百
七
十

三
年
に
、
父
王
蜀
ぎ
曾
ω
p
養
の
後
を
醜
い
で
印
度
の
摩
掲
陀
國
王

と
な
っ
た
人
で
あ
る
が
、
登
位
當
時
の
王
は
佛
教
の
鰯
尋
者
で
は

な
く
て
、
婆
羅
門
敏
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
登
位
の

第
十
三
年
に
行
っ
た
欝
ぎ
σ
q
即
國
攻
撃
に
。
多
大
の
犠
牲
者
を
出

し
た
事
が
，
王
の
盛
塩
生
活
に
一
韓
機
を
與
へ
る
動
機
と
な
り
，

其
後
の
王
は
法
の
普
及
の
閉
め
に
主
力
を
旨
く
す
事
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
宗
教
政
治
家
と
し
て
の
阿
育
王
は
、
其
事
業
の
一
端
と

し
て
、
族
人
の
弘
め
に
は
街
路
樹
の
植
ゑ
付
け
，
井
戸
の
開
盤
，

宿
泊
所
並
び
に
食
糧
の
設
備
を
行
ひ
、
貧
病
人
の
爲
め
に
は
施
療

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

所
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
が
、
又
國
民
の
風
守
す
べ
き
滋
徳
法
を

示
し
て
其
敏
化
を
間
つ
た
。
出
際
誠
信
を
語
る
と
云
ふ
事
は
レ
必

ず
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
三
大
規
範
の
一
つ
で
あ
る
と
設
い
た
事
は
、

王
が
作
ら
せ
た
ω
①
8
巳
レ
馬
屋
。
『
男
○
。
げ
国
亀
9
に

　
　
　
　
　
　
　
．
泣
言
。
。
O
Q
ρ
三
μ
霞
ω
罎
a
①
阻
害
”

．
．
国
註
6
鷹
導
自
宅
○
鉾
①
『
鍵
戸
韓
げ
o
O
び
Φ
三
章
帆
箏
曲
薮
二
ざ
器
い
－

需
。
こ
○
「
易
8
σ
q
o
6
舞
葺
。
ω
旨
器
嘗
ぢ
2
8
8
巴
嚇
ミ
暮
ミ
ミ
、
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簿
要
垣
ミ
日
9
器
鶏
①
讐
。
♂
舜
器
ω
o
＝
ぎ
目
聖
く
。
騰
娼
一
Φ
苗

鼠
食
プ
ヨ
岳
一
9
胃
8
器
。
み
．
ω
同
皇
図
甥
ぎ
二
6
常
8
一
6
『
日
易
骨
訂

お
お
δ
g
巴
9
筈
①
℃
鐸
豆
一
”
㊤
p
α
り
δ
℃
興
8
鍾
8
ω
）
、
幻
影
け
び
Φ

ω
プ
O
≦
コ
8
目
①
ず
鉱
0
5
0
。
●

臼
賦
巴
ω
紳
プ
Φ
琶
。
δ
馨
器
昌
曇
天
○
励
営
①
¢
一
高
。
。
｝
Φ
巴
ω
8
圃
2
σ
q
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

o
隔
α
塁
9
2
。
⇔
α
8
8
a
曲
三
内
。
け
三
。
陰
日
2
日
寒
け
9
・
o
覧

と
彫
み
つ
け
て
あ
る
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
上
蓮
の
如
く
に
し

て
，
丘
陵
「
家
が
誠
心
を
語
る
べ
き
事
を
命
じ
て
欺
妄
を
聴
さ
な

か
っ
た
事
、
義
舎
を
設
け
義
米
を
設
備
し
て
置
い
た
事
等
は
、
明

に
阿
育
王
事
蹟
と
類
撒
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
倫
若
し
類
似
鮎

を
求
む
る
と
云
ふ
立
場
よ
り
観
察
す
る
蹴
ら
ば
，
夏
に
二
三
の
類

似
瀦
を
指
摘
す
る
事
が
出
誇
る
。
師
天
師
道
で
、
月
影
に
基
い
て

春
夏
二
季
の
間
殺
生
を
禁
止
し
た
と
云
ふ
の
は
、
阿
育
王
が
動
物

を
愛
護
し
、
三
種
の
禽
獣
は
絶
封
に
殺
す
事
を
許
さ
す
、
爾
余
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

動
物
と
難
亦
、
一
年
通
計
五
十
七
日
だ
け
は
殺
さ
せ
な
か
っ
た
、

と
云
ふ
事
と
，
一
脈
の
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
，
1
も
っ
と
も

善
管
で
春
夏
禽
蹴
の
殺
生
を
禁
じ
て
居
る
の
は
、
其
繁
殖
を
助
け

る
爲
で
あ
り
、
阿
育
王
が
禽
蹴
を
愛
護
し
た
の
は
、
輪
廻
詮
に
基

　
　
　
溢
教
三
生
黙
・
情
に
出
す
る
一
考
耀

く
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
長
呼
一
家
の
動
物
愛
護
と
阿
育
王
の
其

と
は
、
根
本
的
に
相
違
す
る
も
の
が
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
け
れ

ど
も
、
筆
者
は
張
陵
＝
家
が
阿
育
王
事
蹟
を
模
倣
す
る
に
當
っ
て

其
と
支
那
古
來
の
風
習
と
の
習
合
を
岡
る
必
要
上
、
月
計
を
利
用

し
た
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
，
一
世
天
師
道
で
三
犯
ま
で
は
庭

罰
を
免
じ
た
と
云
ふ
の
は
、
阿
育
王
が
組
置
市
営
の
夏
蔦
圭
義
を

　
　
　
　
（
五
）

緩
和
し
た
事
と
、
幾
分
似
通
ふ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
更
に
叉
、
天
師

道
で
飲
酒
を
禁
じ
た
事
も
、
或
は
阿
育
事
蹟
と
關
係
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
へ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
老
蕪
思
想
で
は
積
極
的
に

飲
酒
を
禁
じ
て
居
る
所
は
、
一
箇
所
も
無
い
の
に
反
し
て
、
阿
育

王
の
信
奉
し
た
佛
教
で
は
暴
酒
は
、
殺
生
・
楡
盗
・
邪
淫
・
妄
語
と

共
に
五
戒
の
一
つ
に
撒
へ
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
．

　
此
遂
に
於
て
筆
者
は
，
張
陵
一
家
は
印
度
の
阿
育
王
を
理
想
と

し
、
阿
育
王
事
蹟
を
モ
デ
ル
と
す
る
宗
教
政
治
を
行
ふ
事
を
欲
し

た
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
者
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
，
只
類
似

鮎
を
列
上
し
た
だ
け
で
、
直
ち
に
斯
く
の
如
く
論
断
す
る
事
は
籐

り
に
早
計
で
あ
り
。
直
り
に
読
を
好
む
や
り
方
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
か
も
知
れ
ぬ
、
然
も
若
し
後
漢
末
の
南
海
交
通
に
就
い
て
考
慮

　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
三
擁
　
　
五
一
二
．
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、



　
　
　
遣
教
置
生
事
情
に
撫
す
ろ
一
考
察

し
て
見
る
な
ら
ば
，
一
見
奇
矯
に
見
え
る
此
論
断
も
、
荒
唐
無
稽

の
設
と
し
て
一
蹴
す
る
事
は
出
講
な
い
の
で
あ
る
。
依
っ
て
張
陵

が
も
と
沸
國
人
で
あ
っ
た
と
云
ふ
事
及
び
、
彼
が
蜀
の
鶴
（
鵠
）
鳴

由
に
登
っ
て
天
師
道
を
開
い
た
の
は
、
後
漢
の
順
帝
時
代
の
事
で

あ
る
と
云
ふ
を
念
顕
に
置
き
な
が
ら
一
桑
時
の
南
海
交
通
に
就
い

て
一
考
す
る
事
と
し
よ
う
。

塑
）
常
讐
士
姦
濫
佛
教
・
袈
多
聞
五
三

　
（
二
）
＜
6
》
・
o
リ
ヨ
己
　
寒
国
邑
鴇
出
一
切
8
蔓
o
h
H
巳
ジ
℃
．
H
O
H
－
H
O
塒
・

　
（
三
）
同
上
頁
一
入
七
　
　
，

　
（
四
）
本
丈
中
に
引
用
し
糞
ω
0
8
巳
鎧
ヨ
鍵
戸
。
。
犀
同
象
簿
並
び
に

　
　
　
国
琴
ぞ
寓
弦
。
蔓
。
臨
H
＝
象
9
．
ワ
日
o
D
み
一
H
Q
D
O
．

　
（
五
）
碍
上
頁
一
八
五
滲
照
、
岱
く
■
》
・
G
Q
H
謡
9
著
跨
の
。
搾
ρ
班
載
の
峯

　
　
　
一
ぎ
σ
q
9
嘆
〇
三
営
芭
。
。
国
島
一
g
並
び
に
弓
琶
鴛
属
象
簿
H
＜
魯
に
依
れ

　
　
　
ば
、
阿
育
王
匡
縦
令
現
世
に
於
て
に
救
濟
す
る
察
の
出
來
な
い
重

　
　
　
罪
人
で
も
、
來
世
に
於
て
に
救
っ
て
や
ら
う
と
云
ふ
意
圃
な
有
し

　
　
　
て
居
た
事
が
窺
に
れ
る
。
張
陵
一
家
が
三
犯
ま
で
に
庭
罰
奄
免
じ

　
　
　
六
と
云
ふ
の
に
、
其
現
世
的
救
濟
方
面
た
學
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
〇

　
　
　
　
　
　
三

　
後
漢
時
代
に
、
日
南
微
外
よ
り
朝
貢
し
た
最
初
の
國
と
し
て
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
）

史
上
に
其
名
の
見
え
て
居
る
の
は
葉
調
國
と
輝
國
と
の
二
ヶ
國
で

　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巷
　
第
三
號
　
　
五
二
一
「

後
鞘
い
書
件
膿
帝
紀
・
永
建
六
年
（
西
紀
；
コ
）
の
脚
除
に
驚

　
十
二
月
、
日
南
微
糖
葉
整
地
・
輝
國
・
業
晒
貢
献

と
見
え
て
居
る
の
が
師
此
で
あ
る
が
、
其
中
葉
調
國
は
、
勺
象
9

に
よ
っ
て
古
里
翠
黛
の
く
p
募
α
急
襲
重
き
ω
ζ
酔
の
蒔
く
p
。
α
～
、
君
簿

を
音
要
し
た
も
の
で
、
今
口
の
智
毒
の
事
で
あ
る
と
さ
れ
て
居

た
の
で
あ
る
か
、
先
年
故
藤
田
博
士
に
よ
っ
て
、
此
は
斯
調
・
私
詞

條
等
と
共
に
、
ω
互
邑
暴
く
ζ
勉
の
巴
蝶
形
o
Q
害
㌣
9
冨
を
音
澤
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

た
も
の
で
，
今
日
の
○
Φ
団
δ
⇔
島
を
指
す
事
が
明
に
せ
ら
れ
た
，

　
此
慮
で
面
白
い
の
は
、
葉
調
國
が
す
㊤
を
指
す
も
の
で
は
無

く
し
て
、
○
。
胤
。
⇔
島
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
が
明
に
せ
ら

れ
た
事
、
並
び
に
，
其
朝
貢
し
て
來
た
の
。
か
堂
下
時
代
で
あ
っ
た

事
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
張
陵
が
故
郷
の
油
國
（
江
蘇
省
豫
州
）
を

後
に
し
て
、
蜀
の
鶴
（
鵠
）
鳴
由
に
登
り
、
天
師
道
帥
後
の
道
教
の

基
を
開
い
た
の
。
か
、
や
は
り
順
帝
時
代
の
事
で
あ
り
、
O
①
）
8
コ
島

は
叉
阿
育
王
と
は
極
め
て
因
縁
深
い
國
だ
か
ら
で
あ
る
。

註
（
一
）
後
漢
噂
代
に
に
樹
、
天
竺
・
大
秦
の
雨
幽
が
や
ほ
り
日
南
徹
外
よ

　
　
　
り
朝
貢
し
敦
と
傳
へ
ら
れ
て
居
ろ
9
け
れ
ど
も
此
二
國
が
來
朝
し

　
　
　
敦
の
ば
、
桓
帝
当
代
即
日
陵
が
蜀
の
鶴
（
鵠
）
鳴
山
に
於
て
天
師
廼

　
　
　
為
開
い
て
後
の
鰯
で
あ
る
か
ら
、
窪
溜
の
問
題
と
に
無
關
係
で
あ

（130）



　
　
　
る
Q

　
（
二
）
藤
田
博
士
の
葉
訓
・
斯
調
。
私
誕
條
に
つ
き
て
（
史
學
雑
誌
策
三
十

　
　
　
三
編
第
七
號
並
び
に
同
博
士
著
東
西
交
渉
史
南
海
篇
所
載
）

　
　
　
　
　
　
四

　
却
設
阿
育
王
は
、
西
紀
前
二
百
五
十
八
・
九
年
α
頃
よ
り
、
同

二
百
五
十
年
の
頃
に
か
け
て
、
近
隣
諸
地
方
は
も
と
よ
り
、
遽
く

は
O
O
艮
O
P
島
、
ω
｝
、
甑
P
国
σ
身
図
窟
”
レ
臼
8
Φ
山
O
鉱
P
雄
守
へ
も
夫
々
庸
且
教

師
を
派
遣
し
て
、
大
々
的
の
佛
教
宣
傳
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、

書
中
最
も
敷
果
を
牧
め
九
の
は
O
。
｝
、
｝
o
口
島
へ
の
布
敏
で
あ
っ
た
。

　
西
紀
前
二
百
五
十
年
の
頃
、
王
命
を
受
け
て
O
o
覧
。
浮
島
の
布

教
に
向
つ
た
の
は
自
薦
。
⇔
脅
p
ー
レ
厨
ぼ
巳
ρ
と
も
云
は
れ
て
居
る

一
で
あ
っ
た
。
彼
竃
珍
B
α
犀
は
阿
育
王
の
弟
で
あ
る
と
も
云

は
れ
、
叉
其
王
子
で
あ
る
と
も
云
は
れ
て
居
る
。
何
れ
に
せ
よ
、

王
の
最
近
親
の
身
を
以
っ
て
親
ら
∩
①
堵
δ
口
島
に
渡
り
、
西
紀
前

・
二
百
四
年
の
頃
に
死
去
す
る
ま
で
の
前
後
四
十
撒
ケ
年
間
を
．
一

途
に
○
Φ
胤
○
爵
教
會
の
設
立
と
予
言
達
の
爲
め
に
捧
げ
た
の
で
あ

っ
た
。
一
顧
O
Q
ヨ
三
嗣
　
氏
に
よ
れ
ば
、
印
度
の
灌
漉
技
術
を
此

の
島
に
憾
へ
た
の
も
亦
，
ソ
貯
訂
気
遣
で
あ
ら
う
と
云
ふ
事
で
あ

（
一
）

る
。
一
從
っ
て
彼
は
、
○
亀
。
霊
湯
王
目
。
。
β
以
下
一
般
島
民
の

　
　
　
道
敏
遜
生
の
惜
に
關
す
る
嚇
考
察

奪
敬
を
受
け
、
延
い
て
は
島
の
上
下
に
佛
敏
を
普
及
さ
す
事
が
出

來
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
O
Φ
髭
。
⇔
島
に
侮
教
の
普
及
す
る

に
至
っ
た
の
は
、
阿
育
王
の
勢
力
と
レ
角
夢
窪
紆
帥
の
人
絡
の
力
に

負
ふ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
從
っ
て
O
⑦
凱
。
炉
島
津
に
と
っ
て
は

聖
零
塾
諺
鳥
餐
と
阿
育
王
と
は
共
に
忘
れ
難
き
人
々
で
あ
る
事
は

言
を
ま
九
ぬ
。
現
に
慶
塊
の
市
電
ヨ
異
穿
ぞ
霞
ρ
附
近
の
丘
上

に
は
，
ッ
迂
拓
嘗
鏡
の
名
を
永
久
に
記
念
す
る
が
爲
め
の
墓
碑
が

建
て
ら
れ
て
居
り
、
四
阿
育
王
に
關
す
る
物
語
は
U
圃
憲
奉
三
吟
以

下
の
年
代
記
に
色
々
節
録
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
却
説
前
述
の
如
く
、
葉
調
國
師
○
亀
す
μ
島
か
ら
瀬
帝
の
永
建

六
年
に
朝
貢
し
て
來
た
と
云
ふ
か
ら
に
は
，
其
頃
O
亀
H
9
’
商
入

の
日
南
・
番
禺
等
の
海
港
に
來
っ
て
貿
易
し
て
居
た
者
の
あ
る
事

を
認
め
ね
ば
な
ら
す
、
其
を
認
め
る
な
ら
ば
叉
、
彼
等
が
佛
教
並
び

に
0
毫
9
佛
教
の
恩
人
た
る
阿
育
王
の
事
蹟
を
傳
へ
た
と
云
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ニ
）

事
も
亦
認
め
得
る
で
あ
ら
う
ぴ
承
り
と
す
れ
ば
、
其
等
。
①
紀
ぎ

商
人
の
傳
へ
た
阿
育
王
事
蹟
は
、
油
國
豊
、
即
今
日
の
江
蘇
省
沸

縣
。
豊
縣
方
面
に
住
ん
で
居
た
張
陵
等
の
耳
に
は
比
較
的
容
扮
に

入
り
得
た
で
あ
ら
う
。
此
の
様
な
瀦
係
か
ら
張
陵
は
阿
育
王
の
如

　
　
　
　
　
　
第
十
入
魯
　
第
三
国
　
　
五
二
三
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道
教
渡
生
の
情
に
關
す
る
｝
考
察

き
宗
教
政
治
を
行
ふ
事
を
志
し
、
阿
育
の
事
蹟
と
支
那
古
來
の
民

間
信
仰
と
を
参
酌
し
て
天
師
道
を
組
織
し
、
此
が
實
施
に
適
當
な

地
方
を
物
色
し
た
末
、
物
資
が
豊
富
で
し
か
も
別
天
地
の
観
あ
る

萄
の
國
を
選
定
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
め
り
、
又
老
子
を
か
つ
ぎ

出
し
た
の
は
↓
阿
育
王
に
封
ず
る
適
職
の
如
湧
人
物
を
必
要
と
し

た
爲
め
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
後
漢
書
粛
粛
傳
中
に
は
，

、
組
弔
事
．
順
帝
時
、
客
於
蜀
、
學
道
鶴
鴨
山
中
、

と
云
ひ
叉
三
國
魏
志
の
張
魯
講
中
に
は
、

　
租
皇
陵
、
客
頑
愚
．
學
雲
壌
鳴
山
中
，

と
云
っ
て
、
共
に
張
陵
が
蜀
に
移
っ
て
後
、
何
等
か
の
ヒ
ン
ト
を

得
て
天
師
道
を
闇
い
た
様
に
傳
へ
て
居
る
け
れ
ど
も
，
此
は
誤
り

嫁
へ
た
も
の
で
あ
っ
て
，
彼
は
既
に
沽
國
居
住
時
代
に
天
師
道
の

創
立
を
計
蓋
し
、
蜀
に
移
っ
て
其
實
行
に
と
り
か
・
り
，
其
後
張

衡
・
張
魯
の
三
三
が
・
り
で
漸
く
初
め
て
理
想
を
實
現
す
る
に
至

、つ

ｽ
も
の
で
あ
ら
う
。
此
く
し
て
筆
者
は
、
廣
弘
明
集
中
に
牧
め

て
あ
る
繹
法
琳
の
封
諸
候
慶
佛
俗
事
中
に
、

　
張
陵
別
邸
云
，
陵
在
鶴
雨
雲
中
、
供
養
金
穴
、
韓
讃
佛
維
，

と
蓮
べ
て
あ
る
事
の
如
き
は
、
も
と
よ
り
道
佛
雨
教
徒
謝
立
の
隠

道
教
徒
を
へ
こ
ま
す
目
的
を
以
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

敢
へ
て
標
る
に
足
ら
ぬ
と
思
ふ
者
で
は
あ
み
け
れ
ど
も
、
し
か
も

第
十
八
巷
　
第
三
號
　
　
五
二
四

佛
教
は
阿
育
王
の
事
蹟
を
通
し
て
、
揃
教
の
登
生
を
う
な
が
す
刺

戟
と
な
っ
た
と
圭
離
す
る
者
で
あ
る
。
若
し
幸
に
し
て
此
圭
張
に

誤
な
し
と
す
る
な
ら
ば
，
溢
教
は
二
葉
展
の
過
程
に
敵
て
、
佛
教

の
教
理
並
び
に
教
會
組
織
を
借
用
し
た
許
り
で
な
く
、
實
に
其
の

宗
教
的
形
態
を
有
す
る
に
至
っ
た
始
ま
り
其
も
の
が
既
に
、
間
接

な
が
ら
佛
教
の
刺
戟
に
依
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
尚
本
稿
を
結
ぶ
に
當
っ
て
、
一
言
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事

が
あ
る
。
其
は
義
舎
を
設
け
義
米
を
置
い
た
事
、
誠
心
を
語
る
べ

き
事
を
命
じ
た
事
、
三
犯
ま
で
は
慮
罰
を
発
じ
た
事
、
春
夏
殺
生

を
禁
じ
た
事
、
乃
至
は
飲
酒
を
禁
じ
た
事
が
、
総
て
張
衡
若
し
く

は
張
魯
に
よ
っ
て
，
始
め
ら
れ
た
か
の
如
く
に
傳
へ
ら
れ
て
居
る

に
も
拘
ら
す
、
維
者
が
わ
ざ
と
、
三
張
の
法
と
か
、
天
師
道
と
か
、

張
陵
一
家
の
蓮
動
と
云
ふ
襟
な
、
漠
然
た
る
言
葉
々
用
ひ
た
の
は

縦
令
其
が
張
衡
・
張
二
等
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
に
し
て
も
、
彼
等

は
新
組
陵
の
潅
圓
々
纏
承
和
艦
化
し
た
ま
で
に
過
ぎ
ぬ
、
と
考
へ

て
居
る
か
ら
で
、
或
は
中
に
は
既
に
，
張
陵
時
代
か
ら
實
行
さ
れ

て
居
た
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
、
と
さ
へ
思
っ
て
居
る
。

註
（
一
）
o
。
§
尊
．
§
δ
○
義
。
門
ロ
峯
湾
o
q
。
h
H
銭
罷
ワ
岩
ρ

　
（
こ
）
三
悪
二
二
も
支
那
佛
教
思
想
吏
第
「
章
i
窃
期
の
鯨
課
と
思
想

　
　
i
中
に
於
て
ピ
島
ぎ
即
O
⑦
≦
9
冒
佛
教
の
影
響
の
あ
ろ
事
冷
認

　
　
　
め
て
房
ら
れ
ろ
様
で
あ
ろ
。
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